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民事手続法

研究の目的は、民事訴訟の審理過程にお

ける裁判官の裁量について分析し、その統

制方法を探ることである。

民事訴訟の審理において裁判官は様々な訴

訟行為を行うが、裁量に委ねられているも

のが多い。そして、その訴訟行為は、心証

形成に向けられている。しかしながら、心

証形成は、裁判官の心理状態であって、可

視化できない。

そこで、裁判官の訴訟行為は、裁判官の

心理状態を反映したものである、という前

提に立ち、分析する他ない。

研究の道具は、解明度概念である。解明度

概念は、審理結果の変動可能性を意味する

ものである。この解明度を開示することに

より、心理状態である心証形成過程を可視

化し、そのうえで裁判官の裁量を統制しよ

うとするものである。

まず、解明度外念の内容を精密する必要

がある。これは、「証明の必要」概念の分

析、証明と疎明の比較、証明度と解明度の

区別、によって達成できるはずである。次

に、裁判所の裁量をめぐる先行研究を再検

討する必要がある。これは、弁論の終結に

おける裁判の成熟、また、証拠の採否にお

ける唯一の証拠、といった分野の先行研究

を、裁量の統制方法という観点から、検討

することによって達成できるはずである。

最後に、解明度概念によって、先行研究の

成果を、再構成する必要がある。これは、

解明度を用いて、裁量の統制方法を、分析

することによって達成できるはずである。

研究内容・成果と教育とのつながりとし

ては、まず、講義においては、当事者の主

張提出や証拠提出といった訴訟行為と、裁

判所の心証形成といった心理状態を、関連

づけて説明することができる、という点で

ある。次に、演習においては、ゼミ生の裁

判傍聴報告に際して、裁判所の訴訟指揮と、

裁判官の心証形成を、関連づけて解説する

ことができる、という点である。
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